令和５年度公共施設状況調査（市町村分）の主な改正箇所


１　調査表
　
（改正点なし）

２　作成要領
　⑴　Ｐ７　08表（給水人口）
　　・　作成に係る参考調査「水道統計調査」の業務移管に伴う修正
　　　(7)　この調査表の作成に当たっては、「令和5年度地方公営企業決算状況調査」及び厚生労働省国土交通省の「令和5年度水道統計調査」（令和(ｎ＋１)年3月31日現在）を参考にすること。

　⑵　Ｐ16　18表・19表（市町村立施設）
　　・　博物館法の改正に伴い、博物館等の定義となる条文を修正
　　　（10）「博物館等」には、博物館法第２条の規定による博物館及び同法第2931条の規定による博物館に相当する施設として指定された施設について、「総合博物館」、「科学博物館」、「歴史博物館」、「美術博物館」及び「その他（野外博物館、動物園、植物園、動植物園、水族館）」に区分して入力すること。

３　検収調書
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